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第１ 都道府県面積目標その他の農用地等の確保に関する事項 
 

１ 都道府県面積目標その他の農用地等の確保の基本的な考え方 
   

(1) 農用地等の確保に関する基本的な考え方 

世界の食料需要の増大や気候変動、伝染性疾病など、我が国の食料

の安定供給に影響を及ぼすリスクが顕在化し、国内においても、農地

面積の減少、農業従事者の減少及び高齢化が進行していることなどか

ら、将来にわたる食料の安定供給の確保のための対策を講ずる必要が

ある。このため、京都府においては、農林水産業の振興に関する目指

すべき姿、今後の施策展開方向と重点施策を基本計画として取りまと

め、令和元年12月に「京都府農林水産ビジョン」として策定し令和５

年３月には社会経済情勢の変化等を踏まえて当該ビジョンの改定を実

施したところである。 

こうした中、農業生産の基盤である農地については、食料・農業・

農村基本法（平成11年法律第106号）第５条第１項及び第28条におい

て、国内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図ること

とされており、食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決

定）においては、我が国の食料供給に関する目標として、食料自給率

や農地面積に係る目標を設定するとともに、当該目標を達成するため

のKPI（重要業績評価指標）として農用地区域内農地の面積の目標の達

成状況を把握することとされたところである。このため、集団的に存

在する農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良な農地について

は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下｢法｣

という｡)に基づき農用地区域として設定するとともに、当該農地を良

好な状態で維持・保全し、かつ、その有効利用を促進するための支援

を図ることが重要である。 

また、農用地及び農用地と一体となった空間（法第３条で定義す

る、農地及び採草放牧地、ため池、農道、用排水施設その他の農業用

施設から構成される「農用地等」に、農村集落等を加えた地域を指

す。）は、農業生産の場としての機能だけではなく、生態系の保全や

国土保全、水源のかん養、環境保全、良好な景観の形成、心身を癒す

交流・教育活動等の場の提供、地域特産物の生産などによる地域活性

化等の多面的で公益的な恩恵をもたらす、全府民にとってかけがえの

ない共有の財産であり、こうした貴重な財産である空間を守り、活用

してきた農業者及び農村地域の住民の果たしてきた役割は非常に大き

なものがある。 

担い手の確保・育成については、新規就農・就業相談から体験・研

修・地域定着までの一貫した支援や、認定農業者、農業法人及び集落

営農組織等の中核的担い手の経営力強化を図る。また、意欲ある小規

模農業者や女性農業者等の多様な担い手の育成や農地中間管理事業等

の活用による担い手への農地の集積・集約化を図ることにより、持続

性のある地域農業の仕組みを構築し、荒廃農地の発生防止と解消に努

め、農地の保全と有効利用を推進することを目的とする。 
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(2) 京都府における農業・農地の現状 

 

①  農業人口 

     総農家数及び農業従事者数は減少傾向にある。総農家数は、平成

22年から令和２年にかけての10年間で約３割減少しており、さらに

農業従事者は、約５割減少している。 

 
 

 
 

 

 

② 基幹的農業従事者の年齢構成 

     年齢構成別に基幹的農業従事者の推移を見ると、各年齢層におい

て全般的に減少している中で85歳以上のみ増加しており、担い手の

確保・育成は、喫緊の課題である。 

 

  

（農林業センサス）

基幹的農業従事者の年齢構成
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③ 耕地面積と耕地利用率 

耕地面積は、全体的に減少傾向にあり、耕地利用率は、昭和60年

をピークに減少している。

 
    

④ 農地の集積・集約化の状況 

担い手への農地の集積・集約化は、農地中間管理事業等を中心と

した取組により進めているが、令和14年度における集積率53％を目

標に、認定農業者、農業法人及び集落営農組織等の中核的担い手の

育成と併せて、今後も推進していく必要がある。

 

（単位：千ha　％）

（耕地及び作付面積統計）

　

（単位：ｈａ）

Ｓ３３ Ｈ２２Ｈ１２ Ｈ１７

７,２８０

７,０３０

７,５２０

Ｈ２７ Ｒ２

８,３３９ ７,９８３ ７,９２０

７,３９０ ７,３１６ ７,１０８丹後 ６,８８４ ６,５８１

９,３８２ ８,９１３

南丹 ８,４０３ ７,６１９ ７,３１０ ７,２００

山城 ９,８３４ １０,０８２ ９,７１０

中丹

（耕地及び作付面積統計）

２９,８００計 ５７,２００ ３４,０００ ３３,０００ ３２,０００ ３１,０００

耕地面積の推移 耕地面積と耕地利用率の推移

注 京都市・乙訓は山城地域に含む

注 耕地利用率：作付延べ面積／耕地面積

H２７ Ｒ２

82.4 81.3 81.0 80.5

32.0 31.0 29.8耕地面積 39.0 34.0 33.0

耕地利用率 97.4 86.2

37.7

101.1

Ｓ５５ Ｈ１２ Ｈ１７ H２２Ｓ６０

認定農業者数
（人）

集積面積
（ha）

集積率

H２１ 2,809 7,406.9 23.0% 1,165 3,849.4 12.0%

H２２ 2,823 6,959.6 21.7% 1,143 3,847.7 12.0%

H２３ 2,818 7,114.7 22.3% 1,148 4,091.9 12.8%

H２４ 2,920 7,294.6 22.9% 1,176 4,198.8 13.2%

H２５ 2,726 7,502.6 23.8% 1,182 4,667.0 14.8%

H２６ 2,980 8,179.9 26.0% 1,211 5,031.5 16.0%

H２７ 3,343 8,440.9 26.8% 1,243 4,808.4 15.3%

H２８ 3,451 8,772.6 27.8% 1,227 5,242.1 16.6%

H２９ 3,575 9,037.8 28.7% 1,294 5,520.1 17.5%

H３０ 3,675 9,118.8 28.9% 1,327 5,673.4 18.0%

Ｒ１ 3,743 9,197.6 29.2% 1,335 5,668.6 18.0%

Ｒ２ 3,187 9,619.3 30.5% 1,358 6,328.0 20.1%

Ｒ３ 3,280 9,733.3 32.8% 1,405 5,752.9 19.4%

Ｒ４ 3,286 9,983.3 33.6% 1,432 5,977.7 20.1%

Ｒ５ 2,908 10,417.7 35.1% 1,479 6,424.0 21.6%

Ｒ14目標 4,190 15,800.0 53.0%

区分 農業経営体数
集積面積
（ha）

集積率

認定農業者

京都府における担い手への農地集積面積

注）
・農地集積率については、平成２６年６月に「京都府農地中間管理事業の推進に関する基本方
針」（以下、「基本方針」という。）が示されたことから、平成２８年度から令和２年度まで
の間は、平成２４年度時点の耕地面積３１，５００㏊を基準に算定。

・令和５年度の基本方針改正に伴い、令和３年度時点の耕地面積２９，７００㏊を基準に、令
和１４年度に「中核的担い手が利用する面積」を「５３％」とする目標値を設定。
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⑤ 鳥獣被害の状況 

京都府の農作物被害額については、平成 20 年度以降減少傾向にあ

り、現在は下げ止まりの状況であるが、被害感はまだまだ大きいため、

営農意欲の減退を招かないよう、今後とも被害減少の対策を図る必要

がある。 

   
出典：野生鳥獣による農作物被害状況調査（農林水産省） 

 

 

⑥ 荒廃農地の状況 

     令和５年の荒廃農地面積については、農業振興地域の農用地区域

内で、248.9haが確認されており、このうち再生困難な荒廃農地が７

割以上となっている。 

     地域別では、京都府北部(中丹・丹後)で約９割を占めている。 

     荒廃農地の発生原因については、農林水産省による遊休農地に関

する措置の状況に関する調査によると、京都府においては「高齢化

及び担い手不足」が最も多く、次いで「獣害や耕作放棄による荒廃

化」が挙げられている。    

 

  

京都乙訓

山城

南丹

中丹

丹後

計

0.0 28.4

（単位：㏊）

区分

再生利用可能な
荒廃農地（Ａ分類）

再生利用が困難な
荒廃農地（Ｂ分類）

合計

うち農用地
区域内

うち農用地
区域内

うち農用地
区域内

5.9

10.2

18.2 5.6 126.2 6.5 144.4 12.1

20.4 10.2 0.0 0.0 20.4

28.4 5.9 0.0

69.3

11.9 11.3 193.7 140.1 205.6 151.4

55.0 35.1 122.4 34.1 177.3

(令和５年遊休農地に関する措置の状況に関する調査)

133.9 68.1 442.3 180.7 576.1 248.9

令和５年荒廃農地調査

注 四捨五入の都合上、計は一致しない。
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(3) 農用地等確保の方向性と都道府県面積目標 
 

① 農用地等確保の方向性 

今後、農地を確保していくためには、認定農業者、農業法人及び

集落営農組織等の中核的担い手を育成することだけではなく、新規

就農・就業者や女性農業者等の多様な担い手を確保・育成すること

が必要であり、現在耕作されている農振農用地区域内農地を中心と

して、農地の継続的・安定的な維持・保全及び有効利用を推進す

る。 

さらに、多面的機能支払交付金等を活用した地域共同活動や生産

条件が不利な中山間地域等における営農の継続に対する支援、地域

ぐるみの話合いにより策定した土地利用構想の実現に必要な活動経

費、基盤整備や施設整備費等への支援、地域計画に基づく農業の担

い手への農地の集積・集約化の推進、農地法（昭和27年法律第229

号）に基づく遊休農地に関する措置等により、農地の保全、荒廃農

地の発生防止と解消のための取組を推進する。 

併せて、農業振興地域制度及び農地転用許可制度の適切な運用と

諸施策を通じた農用地等の確保のため、法第12条の２の規定による

基礎調査の実施を促進するとともに、農用地利用計画に係る平面図

の作成にデジタル地図を用いる等デジタル化の積極的な推進等によ

り、農用地等の面積や土地利用に関する現況を適切に把握すること

とし、確保すべき農用地等の面積の目標を次のとおり定める。 
 

② 都道府県面積目標 

目標年は令和17年とし、目標設定の基準年は令和５年とする。令

和５年の農用地区域内の荒廃農地を除く農地面積は、22,657㏊であ

り、これまでのすう勢が今後も継続した場合、農用地区域からの除

外や荒廃農地の発生により、令和17年には22,127haとなると見込ま

れる。 

しかし、農業振興地域制度等の適切な運用により、農用地区域外

に集団的に存在する農地等の農用地区域への編入を促進すること

で、229haの農地を確保することができると見込まれる。 

また、農地中間管理事業等を活用した中核的担い手への農地の集

積・集約化、多様な担い手による農地利用の促進、多面的機能支払

交付金による地域の協働活動の推進及び荒廃農地の再生利用のため

の取組の推進により、荒廃農地の発生防止と解消を図ることで、

410haの農地を確保できることが見込まれる。 

これらに府が独自に考慮すべき事由（基礎調査、開発予定による

除外等）を踏まえ、令和17年に農用地区域内において確保すべき農

用地の面積目標を22,295haと設定する。なお、面積目標は、国の

「農用地等の確保等に関する基本指針」に示す「都道府県が定める

農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定基準」

をもとに算出した｡ 
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２ 農業上の土地利用の基本方向(農業地帯別) 
 

(1) 北部農業地帯(綾部市、福知山市以北の地域) 

本地帯の気象条件は、一般的に湿度が高く、概して秋冬期には雨量

が多く、また、冬期積雪が多い等の特徴がある。その上、林野率が高

く、一部に平坦部はあるものの、耕地は分散し概して狭小である。し

かし、府内では、農業生産基盤の整備が最も積極的に取り組まれた地

域である。特に、丹後地区においては、昭和58年度から平成14年度に

かけて行われた国営農地開発事業により未利用の山林・原野の開発に

よる農地の造成が行われるとともに、平成25年度から令和元年度まで

国営開発農地を活用した大規模経営の農業者を育成するための「丹後

農業実践型学舎」による取組が推進されるなど、優良農地の活用が図

られてきた。 

本地帯の農業経営は、水稲栽培を基幹として野菜・茶等が導入され

ており、その他緩傾斜地を利用して畜産・果樹栽培等が行われてい

る。 

全線開通した舞鶴若狭自動車道、京都縦貫自動車道、日本海側拠点

港としての整備が進む京都舞鶴港等の機能により、京阪神や海外市場

等との時間的距離が短縮されたことから、今後、府内における農畜産

物の供給地として育成する必要がある。 

このような観点から、本地帯の土地利用の基本的方向は、次のとお

りとする。 

 

ア 由良川流域の平坦部は、本地帯最大の沖積平野部で、肥沃な水田

地帯であり、農業生産基盤の整備が進んでいるため、水稲を主体と

しながら､田畑輪換を行い、野菜・麦・小豆・茶などの特産地及び耕

畜連携による飼料用稲等の飼料作物の生産用地としての利用を推進

する。 

 

イ 竹野川・佐濃谷川・野田川流域は、由良川流域に次ぐ集団化され

た水田地帯であり、農業生産基盤の整備が積極的に行われたことに

より高性能な農業機械導入の条件が整っているため、コシヒカリな

ど銘柄米の主要生産地として利用しつつ、大豆との輪作や施設野

菜、コギクをはじめとした花きの産地化を進める。また、耕畜連携

による飼料用稲等の飼料作物の生産用地としての利用を推進する。 

 

ウ 山村地域における水田は、必ずしも機械化作業体系の条件が整っ

ているとはいえないが、集落営農組織の強化等を通じて効率的な生

産体制を確立し、水稲栽培を主体としながら地域に適した作物導入

を図る。緩傾斜地は、集団的樹園地として利用する。また、国営農

地開発に係る造成畑については、茶・野菜・果樹・飼料作物等を対

象として、集団性のある生産性の高い産地の形成を図る。 

 

エ 海岸・砂丘地は、果菜類をはじめとした野菜やユリ切花の畑地、

果樹園地として利用する。 
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(2) 中部農業地帯(亀岡市、南丹市、京丹波町の地域) 

本地帯は、府内最大の穀倉地帯である桂川流域の亀岡盆地を有する

ものの、それ以外は山間谷地田が多い。平坦部では、水稲を中心に、

京野菜や黒大豆、小豆の栽培や畜産が盛んに行われている。一方、中

国山地の東端部に位置する山岳地帯は、優良な木材の生産拠点となっ

ているほか、一部緩傾斜地が樹園地として利用されている。 

全線開通した京都縦貫自動車道及びＪＲ山陰本線等の整備により、

今後、さらに消費人口の増加が予想されるので、優良農地を確保・保

全して、都市近郊農業の確立により、生鮮野菜等の安定した供給を図

るとともに、府内最大の畜産地帯である特徴を活かして、耕畜連携の

もと、良質な堆肥の投入による土づくりや飼料用稲等の自給飼料の供

給体制の確立を図るなど、持続性の高い農業生産を進めていく必要が

ある。 

この観点から、本地帯の土地利用の基本的方向は、次のとおりとす

る。 
 

ア 桂川流域は、一部に都市化の傾向がみられるものの、そのほとん

どが水田地帯であるため、都市近郊農業地帯として国営農地再編整

備事業などによりほ場の大区画化が図られ、農業法人による大規模

経営が進展しつつある。今後は、汎用化された水田において水稲を

主体としながら野菜・麦・大豆・小豆の生産及び飼料作物の生産と

併せて畜産経営の拡大を図る。 

 

イ 山間部では、水稲のほかに緩傾斜地を利用した栗等の特産物が栽

培されており、肉用牛・乳用牛を中心にした畜産経営も盛んであ

る。水田は、傾斜水田が多いものの、農業生産基盤の整備により野

菜等の生産が可能となっているので、水稲栽培のみならず黒大豆、

小豆などの土地利用型作物のほか、施設によるみず菜、九条ねぎや

コギクをはじめとした花きなどの生産を進める。また、畜産の振興

を図るために、飼料作物の生産用地としての利用を推進する。 
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(3) 南部農業地帯(京都市、乙訓地域以南の地域) 

本地帯は、瀬戸内陥没地帯の一部として大きく開けている山城盆地

に肥沃な耕地が広がり、その東部を中心に樹園地を有している。平坦

部では、水稲を中心に、野菜、花きの栽培が盛んであり、特に九条ね

ぎ等の生産・加工による経営拡大及び６次産業化の取組も進んでい

る。    

また、全国に名高い宇治茶の生産が、一部の平坦部及び東部丘陵地

で行われており、茶文化の維持・継承や茶畑景観等の地域資源を活か

した取組も推進されている。 

さらに、京阪神大都市圏の一角に位置していることから、市民農

園・農業体験農園の開設による都市農業振興の取組が期待されるとと

もに、ＪＲ奈良線及び新名神高速道路等の整備の推進により、今後一

層、その立地の優位性を活かした野菜等の安定した供給を図ることが

可能となることから、優良農地を確保・保全していく必要がある。 

この観点から、本地帯の土地利用の基本的方向は、次のとおりとす

る。 

 

ア 木津川・宇治川・桂川流域は、広汎な水田地帯であるが、都市近

郊農地の有利性を活かして、野菜や花き生産が盛んに行われている

ことから、施設利用型の作物については、今後とも計画的に施設化

を図る等、一層生産性の高い集約型農業の推進と必要な農業生産基

盤の整備を図る。 

 

イ 木津川・宇治川・桂川流域につながる丘陵地は、たけのこ畑・茶

園として利用されているが、都市化の進展等による営農環境の悪化

や急傾斜等営農条件の厳しさによる荒廃化が進んでいる農地もある

ことから、都市的土地利用との調整を図りながら、優良農地の確保

に努めるとともに、農地の流動化による経営規模の拡大を地域の実

情に応じて推進する。 
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第２ 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置

及び規模に関する事項(指定予定地域) 
    

農業  

地帯名  

指定予定  

地 域  名  

指定予定地域の範囲  

 

指定予定地域の規模  

 

備考  

 

北 部  

農 業  

地 帯  

福知山地域

(福知山市) 

 

福知山市のうち、都市計画法に基

づく市街化区域及び規模の大き

な森林等を除いた区域  

総 面 積 20,767ha 

(農用地面積 4,385ha) 

 

 綾 部 地 域 

(綾部市) 

綾部市のうち、都市計画法に基づ

く用途地域及び規模の大きな森

林等を除いた区域  

総 面 積 15,578ha 

(農用地面積 2,718ha) 

 

 舞 鶴 地 域 

(舞鶴市) 

舞鶴市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域、港湾法に基づく港

湾隣接地域及び規模の大きな森

林等を除いた区域  

総 面 積   6,827ha 

(農用地面積 1,276ha) 

 

 宮 津 地 域 

(宮津市) 

宮津市のうち、都市計画法に基づ

く用途地域、港湾法に基づく港湾

隣接地域及び規模の大きな森林

等を除いた区域  

総 面 積  4,695ha 

(農用地面積  735ha) 

 

 与謝野地域  

(与謝野町) 

与謝野町のうち、都市計画法に基

づく用途地域、港湾法に基づく港

湾隣接地域及び規模の大きな森

林等を除いた区域  

総 面 積  2,681ha 

(農用地面積 1,061ha) 

 

 伊 根 地 域 

(伊根町) 

伊根町のうち、規模の大きな森林

等を除いた区域  

総 面 積  1,493ha 

(農用地面積  667ha) 

 

 京丹後地域  

(京丹後市) 

京丹後市のうち、港湾法に基づく

港湾隣接地域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積 16,093ha 

(農用地面積 4,648ha) 

 

農 業  

地帯計  

  総 面 積  68,134ha 

(農用地面積 15,490ha) 

 

中 部  

農 業  

地 帯  

亀 岡 地 域 

(亀岡市) 

亀岡市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積  5,454ha 

(農用地面積 2,573ha) 

 

 南 丹 地 域 

(南丹市) 

南丹市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積  7,451ha 

(農用地面積 2,830ha) 

 

 京丹波地域  

(京丹波町) 

京丹波町のうち、規模の大きな森

林等を除いた区域  

総 面 積 18,034ha 

(農用地面積 1,532ha) 

 

農 業  

地帯計  

 

 

 総 面 積 30,939ha 

(農用地面積 6,935ha) 
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農 業  

地帯名  

指定予定  

地域名  

指定予定地域の範囲  

 

指定予定地域の規模  

 

備考  

 

南 部  

農 業  

地 帯  

 

京都・乙訓  

地域  

(京都市) 

(向日市) 

 

(長岡京市) 

 

 

(大山崎町) 

 

京都市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

向日市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域等を除いた区域  

長岡京市のうち、都市計画法に基

づく市街化区域及び規模の大き

な森林等を除いた区域  

大山崎町のうち、都市計画法に基

づく市街化区域等を除いた区域  

総 面 積 4,816ha 

(農用地面積 1,753ha) 

 

 宇 治 地 域 

(宇治市) 

宇治市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積  1,203ha 

(農用地面積  311ha) 

 

 城 陽 地 域 

(城陽市) 

城陽市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積   989ha 

(農用地面積  369ha) 

 

 久御山地域  

(久御山町) 

久御山町のうち、都市計画法に基

づく市街化区域及び規模の大き

な森林等を除いた区域  

総 面 積    872ha 

(農用地面積  572ha) 

 

 八 幡 地 域 

(八幡市) 

八幡市のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積  1,343ha 

(農用地面積  511ha) 

 

 京田辺地域  

(京田辺市) 

京田辺市のうち、都市計画法に基

づく市街化区域及び規模の大き

な森林等を除いた区域  

総 面 積  1,799ha 

(農用地面積 1,127ha) 

 

 井 手 地 域 

(井手町) 

井手町のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積   991ha 

(農用地面積  187ha) 

 

 宇 治 田 原 

地域  

(宇治田原町) 

宇治田原町のうち、都市計画法に

基づく用途地域及び規模の大き

な森林等を除いた区域  

総 面 積  3,107ha 

(農用地面積  449ha) 

 

 木津川地域  

(木津川市) 

木津川市のうち、都市計画法に基

づく市街化区域及び規模の大き

な森林等を除いた区域  

総 面 積  4,311ha 

(農用地面積 1,463ha) 

 

 和 束 地 域 

(和束町) 

和束町のうち、規模の大きな森林

等を除いた区域  

総 面 積  5,382ha 

(農用地面積   870ha) 

 

 精 華 地 域 

(精華町) 

精華町のうち、都市計画法に基づ

く市街化区域及び規模の大きな

森林等を除いた区域  

総 面 積  1,013ha 

(農用地面積   333ha) 
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農 業  

地帯名  

指定予定  

地域名  

指定予定地域の範囲  

 

指定予定地域の規模  

 

備考  

 

 笠置・南山  

城地域  

(笠置町) 

 

(南山城村) 

 

 

笠置町のうち、規模の大きな森林

等を除いた区域  

南山城村のうち、規模の大きな森

林等を除いた区域  

 

 

総 面 積 5,412ha 

(農用地面積 496ha) 

 

農 業  

地帯計  

  総 面 積 31,238ha 

(農用地面積 8,441ha) 

 

府 計  
  総 面 積  130,311ha 

(農用地面積 30,866ha) 

 

  【令和５年 12 月 31 日現在】 

 

注 総面積：当該農業振興地域の総面積（農地（農振白地を含む）、採草放牧地、山林原野などを含

む面積）  

農用地面積：当該農業振興地域として指定された土地のうち、田、畑、樹園地及び採草放牧地

の面積  

いずれも京都府調べ令和５年確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況等の調査（R5.12.31

現在）による 
 

 

第３ 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 
 

農業生産の基盤である農地、農道、農業用用排水施設等の整備は、農業

の生産性向上や農業経営の安定を図るためには必要不可欠である。 

京都府においては、京野菜など地域特性を活かした収益性の高い農業が

確立できるよう、地形、気象、土壌等の自然環境、導入作物、農業経営の

形態等に即したきめ細かな農業生産基盤の整備を実施してきた。 

今後、引き続き、農業生産活動の維持発展や農村地域の保全・活性化の

ための整備を計画的に実施していくとともに、これまでに整備した水利施

設等の維持管理や長寿命化を図るための取組を積極的に推進する。 

なお、農業生産基盤の整備に当たっては、整備対象地区周辺における農

用地区域外(農振白地)農地について、当該農地を含めて整備を行うことが

適当と認められるものについて、積極的に農用地区域への編入を促進する

など、優良農地の確保に向けて計画的な土地利用を誘導するように努め

る。 
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第４ 農用地等の確保・保全に関する事項 
 

１ 諸施策を通じた農用地等の確保・保全のための取組の推進 
 

(1) 農業振興地域制度の適切な運用 

農地の転用が、原則として認められない地域である農用地区域につ

いては、今後とも農地をできるだけ確保・保全することとし、編入要

件を満たす農地の編入や除外の抑制等に努める。 

特に、非農業的土地利用需要へ対応するための農地転用を伴う農用

地区域からの農地の除外については、農用地区域外へ誘導するなど、

農用地区域内農地の確保を基本とした、より適切かつ厳格な運用を図

るとともに、やむを得ず農用地区域から農地を除外する場合には、周

辺の営農に支障が生じないようにするとともに、都市計画等の土地利

用計画との調整を図り、計画的な土地利用を確保するように努める。 

この場合、市町村農業振興地域整備計画については、計画的な実施

が重要であり、その変更は原則として、概ね５年ごとに法第12条の２

の規定により実施する基礎調査等に基づき行うものとする。 

なお、本基本方針及び市町村農業振興地域整備計画の変更に当たっ

ては、地域の振興に関する計画との調和など農業振興地域制度の円滑

かつ適切な運用を図るため関係部局間の連絡調整を行うとともに、関

係団体の代表者等から必要に応じて幅広く意見を求めるものとする。 
 

(2) 農振農用地区域内農地をはじめとする農地の保全・活用の方向性 

京都府は、市町村農業委員会と一体となって、農地法に基づく遊休

農地対策の厳格な運用を行うとともに、農業委員会等に関する法律(昭

和26年法律第88号)に基づく農地利用の最適化を推進し、農地の保全・

活用のための施策を推進する。 

なお、森林・原野化し、農地への再生が不可能と判断された荒廃農

地については、周辺農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすお

それがない場合に限り、非農地とし、農振農用地区域からの除外を誘

導する。 
 

① 農業生産基盤の整備及び保全並びに農用地区域への編入促進 

ア 地域計画と連携しつつ、スマート農業技術の導入や農地の集

積・集約化に向けた農地の大区画化、草刈り・水管理等の管理作

業の省力化整備、情報通信環境の整備、国内の食料需要等も踏ま

えた水田の汎用化・畑地化、畑地整備等の農業生産基盤の整備を

推進する。また、農業水利施設について、水土里ビジョンの仕組

みも活用しつつ、長寿命化とライフサイクルコストの低減、維持

管理の効率化・高度化、補修・更新や管理に係る費用・労力の抑

制を図ることなどにより、戦略的な保全管理を推進する。これら

の取組により、良好な営農条件を備えた農地の確保を推進する。 

 イ 一定規模以上の集団的農地や基盤整備が実施された農地につい

ては、積極的に農用地区域への編入を促進する。 
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② 荒廃農地の発生防止 

ア 多面的機能支払交付金を活用した地域共同活動や中山間地域等

直接支払交付金を活用した営農継続に対する支援により、荒廃農

地の発生防止を図る。 

イ 地域計画に基づく農業の担い手への農地の集積・集約化を加速

化し、荒廃農地の発生防止を図る。 
 

③ 荒廃農地の解消 

 農地中間管理事業等を活用した農地の集積・集約化の取組や最適

土地利用総合対策等を活用した荒廃農地の再生利用に対する支援に

より、荒廃農地の解消を図る。 

 
 

２ 農地中間管理事業等の活用を中心とした取組の推進 

 

地域が、自らの課題解決を図る観点から、当該地域における10年後の

目指す姿を明確にし、それを実現するために必要な、新規就農者・担い

手の確保・育成、農地集積、産地づくり計画、機械・施設導入計画など

を話し合い、市町村が策定する地域計画や目標地図の見直しを支援し、

市町村や農業委員会における農地利用の最適化を推進する取組と連携す

るとともに、京都府、市町村、ＪＡ及び土地改良区等で構成する推進チ

ームを編成して地域課題の情報共有を図り、地域への提案内容を協議す

るなど、農地中間管理事業等の活用による担い手への農地の集積・集約

化に係る取組を推進する。 

 

 

 ３ 地域ぐるみの協働活動による取組の推進 
 

多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の活用による、農

地を維持・保全するための地域ぐるみの協働活動や課題解決方策の検討の

取組を支援する。 

農業委員会における農地利用の最適化推進に係る取組と連携するとと

もに、「農地を守り活用するための連携協定書」に基づく取組や小規模で

も借り手が期待できる農地への基盤整備等について支援する。 

さらに、重要な地域資源である農地について、地域ぐるみの話し合いを

通じ、荒廃農地の有効活用や農地の粗放的な利用を行うモデル的な取組を

支援する「最適土地利用総合対策」を推進する。 

  また、特に農山村地域において鳥獣による農林業被害が甚大なことに

鑑み、市町村、農林漁業団体等の関係機関と連携して有害鳥獣捕獲のた

めの体制を整備し、迅速かつ効果的な捕獲を指導する。  
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第５ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とするこ 

とが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に 

関する事項 
 

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な

土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進の方向 
 

府内における農業経営は、水稲を主体としながら、歴史と伝統のある

京野菜や茶等の労働集約型の作物との複合経営などが営まれている。し

かし、農家の平均経営規模は、非常に零細であり、農業労働力の他産業

への流出が進み、兼業率が高く、これらの農家では農業所得への依存率

が低くなっている。また、農業従事者の高齢化と減少が急速に進み、地

域農業の担い手不足が顕在化している。 

京都府では中山間地域が約７割を占め、個別農家の経営規模が小さ

く、集落の耕地面積も概して小さいことから、これまで複数集落から旧

村程度を単位として一体感を持つ区域を「地域農場」として位置付け、

女性・高齢農家等の多様な担い手が連携して地域農業を担う「地域農場

づくり」を推進し、農作業受託組織の育成を推進してきた。 

しかし、農作業受託組織の構成員農家の高齢化や後継者不足をはじ

め、地域農場における生産・加工・販売事業などの事業間での非効率性

が解消されないなどの課題がある。 

このような状況を踏まえ、今後の地域農業の維持・発展を図るために

は、近隣の集落が連携し、スケールメリットを活かしながら広域的に支

え合う体制の構築や、ほ場整備による区画の拡大等による効率的な営農

環境づくりとともに、営農と農地管理を分離し集落営農組織や農地管理

組織の育成により、農地や人など地域資源を最大限活用した持続可能な

地域農業への展開を図る必要がある。さらに、中北部の担い手が不足す

る地域との広域的な農地の利用調整の促進に向けては、農地中間管理機

構等と連携して広域的なマッチング調整を支援していく必要がある。 
 

 

２ 農業地帯別の構想 
 

(1) 北部農業地帯(綾部市、福知山市以北の地域) 

本地帯は、丹後地域にＡランクの丹後コシヒカリや京たんご梨・京た

んごメロンなどの京のブランド産品、中丹地域にＡランクの丹波コシヒ

カリや万願寺甘とう・紫ずきんなどのブランド京野菜が定着している。 

農地の集積・集約化については、地域の農業者の話し合いを基に、地

域農業の将来計画である地域計画が作成され、原則として地域計画に基

づいた農地中間管理事業による農地の貸借（売買）となったため、より

一層の推進が期待される。 

このため、地域計画の実現に向けて農地中間管理事業等を活用した担

い手への農地の集積・集約化を進めるとともに、大規模水稲経営を目指

す認定農業者の規模拡大の意向に配慮しつつ、農地不足が深刻な山城地

域の京野菜生産法人等と、農地はあるものの担い手不足が深刻で収益力
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が弱く、将来の存続が危ぶまれる集落営農組織とのマッチング（南北連

携）を促進することにより、一層の経営規模の拡大を図り、総合的・効

率的な土地利用を促進する。 

なお、国営農地開発事業により拓かれた農地については、地域外から

企業的農業経営体の参入による新規就農者の確保が進むとともに、茶や

加工契約野菜の生産が拡大するなど、効率的な農業経営が可能な農地が

あることから、今後とも農業法人等経営力の高い担い手による効率的な

農業ビジネスの展開を推進する。 

本地帯における代表的な営農類型としては、「施設野菜＋水稲」・

「施設花き＋水稲」・「果樹＋水稲」・「茶＋水稲」・「肉用牛＋水

稲」・「酪農＋水稲」・「水稲＋黒大豆」・「水稲＋露地野菜」・「露

地野菜＋施設野菜」等が考えられる。 
 

(2) 中部農業地帯(亀岡市、南丹市、京丹波町の地域) 

本地帯は、丹波黒大豆、大納言小豆等の特産豆類に加え、ほ場整備事

業の実施を契機としてみず菜、紫ずきんなどのブランド京野菜の生産が

盛んであるほか、麦、ソバや小豆の土地利用型作物、ほうれんそう、Ａ

ランクの丹波キヌヒカリの生産など各地域で特色ある産地化が図られて

いる。 

また、畜産については、酪農・養豚・肥育牛の府内最大の産地を形成

している。 

その一方で、交通インフラの整備により、京阪神大都市圏の消費地と

の距離が近くなるなど、農業法人が収益性の高い農業を展開するための

条件整備が一層進むと考えられる。 

このため、農地中間管理事業等を活用し、土地利用型作物の担い手へ

の農地の集積・集約化による規模拡大や収益性の高い施設園芸への農地

の有効利用を促進する。 

さらに、国営農地再編整備事業により整備される農地を活かして、水

稲や麦を中心とした大規模経営体を育成するとともに､ブランド京野菜の

産地化を進める。 

本地帯における代表的な営農類型としては、「施設野菜＋水稲」・

「施設花き＋水稲」・「酪農＋水稲」・「肉用牛＋水稲」・「水稲＋小

豆＋黒大豆」・「水稲＋露地野菜」等が考えられる。 

 

(3) 南部農業地帯(京都市、乙訓地域以南の地域) 

本地帯では、京阪神大都市圏の一角を形成する有利な立地条件を活か

し、歴史と伝統に培われた高度な技術と多様な流通に支えられた野菜・

茶・花き・たけのこ等の伝統的な作物のほか、特に近年では九条ねぎな

どの栽培が進んでいる。 

その一方で、他産業への就業条件に恵まれているため、副業的農家の

占める割合が高くなっている。 

このため、農作業受託組織の育成や農地中間管理事業等を活用した担

い手への農地の集積・集約化を進めるとともに、施設野菜・花きを主体

とする農家の集約型経営の一層の展開を推進する。 

また、荒廃農地の発生防止、解消を進めるため、ほ場整備などの農業



16 

 

生産のための条件整備をはじめ、日本型直接支払制度を活用し、地域の

共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資す

る農業生産を支援するとともに、野菜や花き等を栽培し自然にふれあう

ことで、都市住民が農業に対する理解を深めることを目的として市民農

園・農業体験農園などの利用促進を図る。 

本地帯における代表的な営農類型としては、「施設野菜」・「施設花

き」・「茶」・「露地野菜＋水稲」・「茶＋水稲」等が考えられる。 
 
 

第６ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

 
京都府の農業労働力は、担い手の減少や高齢化により、急速に脆弱化し

ている。特に、北部地域においてこの傾向が顕著であり、農業生産体制の

再構築や他産業従事者を含めた新規就農・就業者等意欲ある多様な農業者

の確保とともに、企業的農業経営体の育成などにより、早急に農業構造の

再編・強化を図る必要がある。 

このような状況に対処して、農業所得の向上と安定、安定した食料生産

を進めるためには、府内農業の基幹作目である水稲の低コスト・省力化を

より一層進めるとともに、京野菜や花きなど収益性の高い農業へと地域の

実情に応じて計画的に転換していくことが重要である。 

このため、農地の効率的かつ総合的な利用を促進することを基本とし、

経営力の強化や新技術導入を図る認定農業者、農業法人及び集落営農組織

等の中核的担い手を育成し、生産技術の高度化・平準化を図るとともに、

農業生産基盤の整備やスマート技術の実装、地域に適した農業機械、施設

園芸等の導入を推進することとし、重点作物別の具体的な施設整備の方針

及び施設整備に際して基本とする考え方は次のとおりとする。 
 

＜重点作物別の構想＞  
 

１ 水稲 

需要に応じた計画的生産を基本としつつ、「京式部」をはじめとする

良食味品種や酒米の導入による「売れる米づくり」と、直播栽培をはじ

めとする省力技術の導入、品種構成の是正や品種別団地化等に対応する

ライスセンター・育苗施設等を軸とした共同利用機械・施設の整備とそ

の効率的利用等により、低コスト・省力化の推進を図る。 

 

２ 大豆・小豆 

生産技術の高位平準化を図るとともに、作付地の団地化と水稲・麦等

とを組み合わせた輪作体系の推進を図る。また、農作業受託組織等への

基幹作業の集積を図るとともに、地域の気候条件等に応じた機械化技術

の導入を積極的に促進するために必要な機械・施設の整備を図る。 
 

３ 麦 

米麦作機械化一貫体系の確立や農作業の受委託を、機械・施設の広域

的な利用調整のもとに、需要に応じた高品質生産の実現に対応する機械

の導入及び施設の整備により推進する。 
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４ 野菜 

市場の動向はもとより、実需者ニーズに基づく売れるものづくりを加

速するため、作柄の安定、品質の向上、出荷の周年化等により産地の強

化を図る必要がある。このため、①京野菜の産地育成とブランド化、②

作柄安定技術の導入と施設化による周年栽培化、③産地整備対策の充

実、④省エネルギー対策を講じた施設栽培等を一層推進する。 
 

５ 果樹 

需給動向と適地適産を考慮しつつ、技術指導の徹底による品質の高位

平準化を図るとともに、輸出の拡大など流通販売体制を強化する。 
 

６ 花き 

生産組織の育成と技術指導の強化により、新規産地の育成と既存産地

の拡大を図る。 

 

７ 茶 

奨励品種を中心に老朽茶園の改植を進めるとともに、乗用式茶園管理

機等省力的・効率的機械の導入等による軽作業化を図る。併せて被覆棚

整備や防霜ファン等の普及、共同製茶工場の整備の推進により、省力化

と品質の向上、製茶技術の高位平準化を図り、高品質な宇治茶生産を目

指す。 

 

８ 飼料作物等 

耕種農家との連携により、飼料用稲等の作付面積の拡大と団地化を図

り、共同利用機械の効率的利用や飼料作物生産の外部委託化の推進、省

力機械体系の整備など、経営規模や地域の実情に応じた生産体制の整備

に努める。また、稲わらの有効活用、食品残渣などのエコフィードの活

用による地域循環型畜産を推進する。 
 

９ 乳用牛 

耕畜連携による飼料自給率の向上、家畜排せつ物の適正処理・利用拡

大、農場ＨＡＣＣＰ方式の導入による衛生管理体制の確立や牛群検定事

業等を活用した高品質な生乳生産に加え、搾乳やほ乳、給餌などの飼育

管理の省力化、加工品の生産・販売などの６次産業化を推進するために

必要な機械や施設の整備を図る。 
 

10 肉用牛 

全国トップレベルの高品質和牛肉の生産に必要な牛群改良、和牛精液

の適正管理、耕畜連携による飼料自給率の向上、家畜排せつ物の適正管

理・利用拡大、繁殖・肥育の一貫経営化、繁殖経営の新規参入の強化に

加え、放牧や繁殖管理等の省力化に必要な機械や施設の整備を図る。 
 

11 豚・鶏 

「京都ぽーく」などの高品質豚肉の生産、都市近郊の有利性を活かし
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た特色のある鶏卵生産や「きょうと方式トレーサビリティシステム」を

取り入れた安心・安全な鶏卵生産、京都府が出した地鶏｢京地どり｣をは

じめとした特色ある肉用鶏の生産を推進するため、耕畜連携による飼料

自給率の向上、家畜排せつ物の適正管理・利用拡大、農場ＨＡＣＣＰ方

式の導入による衛生管理体制や家畜伝染病発生防止に必要な機械や施設

の整備を図る。 

 
 

第７ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関

する事項 

 
１ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の方向 
 

(1) 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の状況 

京都府では、農業系の高校生や大学生を対象に農業の魅力を伝える

「農と里を支える担い手育成事業」を実施しているほか、農業の維

持・発展に向け、「農林水産業ジョブカフェ」や「担い手養成実践農

場」などにより、新規就農・就業相談から体験・研修・地域定着まで

一貫した支援をすることにより、将来の地域農業を担うべき新規就

農・就業者を確保してきたところである。 

また、農業大学校、宇治茶実践型学舎、畜産人材育成研修制度を京

都府の農人材育成拠点として位置づけ、農業生産を支える総合力を持

った人材を育成してきたところである。 

さらに、企業的農業経営体や経営力のある若手農業者の育成、広域

的な営農体制の構築を進める集落連携100ha農場づくりの展開など、地

域農業を支える人づくり・組織づくりのための施策を展開してきたと

ころである。 
 

(2) 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の基本的方向 

担い手の減少や高齢化の進行が進展する中、新規就農者並びに認定

農業者、農業法人及び集落営農組織等の中核的担い手は増加傾向にあ

るものの、持続的な地域農業への展開を図るためには、さらなる人材

の確保が必要であり、府内各地の実態に合わせた総合力を備えた人材

の育成を図ることが課題となっている。 

さらに、農業を成長産業とするために、農商工連携や６次産業化に

よる府内産農産物を活用した商品開発の取組拡大に加え、食に関わる

幅広い事業者との連携により新商品・サービスの開発を進めるなど経

営力強化を図ることが必要となっている。 

 

 

２ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備 
 

令和７年３月に策定した「京都府農林水産業人材確保育成戦略」に基

づき、新規就農・就業相談から体験・研修・地域定着まで一貫した支援

を行うとともに、農業の経営段階に応じた経営力の強化を図り、京都府
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農業を支える力強く、総合力を持つ人材の確保・育成を行う。 

さらに、需要と結びついた産地化による力強い農業構造への転換を図

るとともに、小規模・高齢農家の多い中山間地域では、意欲ある小規模

農業者が行う経営革新の取組への支援など、地域の実態に応じた持続的

な農業を行うための仕組みづくりを進める。 

 

 

３ 農業を担うべき者の育成及び確保のための活動 

 

(1) 新規就農・就業者の確保・定着と担い手のスキルアップ 

行政や農林水産業関係団体、商工関係団体、金融機関等が参画・連

携する「京都農人材育成センター」において、相談から研修、就農・

就業を一貫して支援するとともに、生産技術の習得から経営・企画や

６次産業化まで経営段階に応じた研修を実施することにより、経営力

のある人材を育成する。 

 

(2) 地域農業の担い手への支援 

新規就農・就業希望者が農業への適性を試すとともに、地域との関

わりを学ぶため、人材育成に積極的な農業法人等における実地研修の

場を設定し、就農・就業希望者と農業法人等のマッチングを支援し、

新規就農者の経営発展のための取組について、国と連携して親元就農

も含めて支援する。 

  集落営農組織については、複数集落の組織化や農地管理の分離・委

託による規模拡大・収益力向上を支援することにより、メガ団地

（100ha農場）を形成する営農モデルを構築し、持続可能な地域農業を

創出する取組を推進する。 

  また、週末農家への農業体験農園での研修、兼業農家への農業ボラ

ンティアによる支援、小規模ながら経営発展に取り組む農家への「京

の農業応援隊」による伴走支援、農業に従事する女性のための環境整

備支援など、多様な形態の農業者に対応した支援を行うことにより、

持続可能な地域農業の維持・発展を図る。 
 

(3) 就農及び経営向上のため必要な各種の情報提供体制 

雇用情勢の変化や職業としての農業に対する関心の高まり、企業経

営化した農業法人が雇用の受け皿となりつつあることなどを背景に、

幅広い世代から就労の場としてニーズが増大しているため、「京都ジ

ョブパーク」に「農林水産業ジョブカフェ」を開設し、専任の就農相

談員を配置し、関係機関と連携を図りながら新規就農・就業希望者に

対して、空き家を活用した住まいの紹介も含めた情報提供や就農・就

業相談等を実施するとともに、「担い手養成実践農場」等技術の習得

から就農及び地域定着までの一貫した支援に取り組む。 
 

 

(4) 農業教育の推進 

農業大学校においては、ICT技術の活用など時代に合った適切なカリ
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キュラムに見直し、新たに京野菜や茶を経営の主体とした担い手農業

者となる人材を育成し、各試験研究機関において農業後継者等に対し

技術・経営指導を実施するとともに、農業改良普及センターにおいて

各地域の農業青年クラブ活動への支援や研修等を行う。 

 

 

第８ 第５に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的 

な就業の促進に関する事項 
 

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標 

京都府の産業構造は、年々第３次産業へのシフトが進み、令和２年国

勢調査によると、第３次産業の就業者数は産業全体の約75％を占めてお

り、第２次産業が約22％で、第１次産業は約２％となっている。 

府内の基幹的農業従事者のうち、60歳以上が占める割合は８割以上で

あり、全国平均を上回った数値となっているなど、今後、農業従事者の

高齢化の進展を考えると、新規就農・就業者の確保及び育成など、地域

農業を支える力強く、総合力を備えた人材を育成するとともに、農業従

事者が安定的に就業できる経営体の育成を図る必要がある。 
 

 

２ 次世代の農業を担う経営体の育成 

新規就農者の早期の経営安定、規模拡大や６次産業化を支援し、年間

販売額2,000万円以上を目指す農企業者や１億円以上を目指す経営体な

ど、次世代の農業を担う人材・経営体を育成するとともに、「京都農人

材育成センター」や農業大学校において、農企業経営者や将来のリーダ

ーとして期待される法人就業者、新規就農者に対し、経営の発展段階に

応じた経営研修を行うことにより、安定的な雇用が可能となる経営体の

育成を図る。 

また、農業分野での女性の力を活かすため、女性の雇用に積極的な農

業経営体が実施する環境整備等の取組を支援することで女性農業者の安

定的な就業促進を図る。 

さらに、農林水産業を成長産業とするため、商工業者等との事業提携

による商品開発や販路開拓、輸出の取組を支援するとともに、食を支え

る人材育成や食関連ビジネスを展開する１０次産業化の拠点である「丹

後王国『食のみやこ』」においては、次世代の食関連産業として食人材

の育成を実施する。 
 

 

第９ 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事 

者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項 
府内の農村においては、兼業化・混住化が進み、住民の生活様式・意識

の面での多様化がみられる中で、農業従事者の高齢化や一部地域では過疎

化が進行するなど農村を取り巻く環境は、一層厳しさを増している。 

このような状況の中で、農商工連携や６次産業化により、農業のビジネ

ス化を進め、他産業従事者と遜色のない生涯所得と労働時間を確保するこ
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とにより、地域農業の中核となる担い手の育成を図るとともに、女性や高

齢者等が意欲と能力に応じた力を発揮し、農業後継者はもとより他産業か

らの新規就農・就業者を確保することができる農業構造を実現するために

は、若者が暮らしてみたいと思う、また高齢者等にやさしい定住条件の整

備を図る必要がある。 

なお、こうした整備に当たっては、市町村農業振興地域整備計画との整合

を図り、優良農地の確保・保全に十分配慮することが重要である。 

 

 

 

 

① ③

② ④

⑤

２２，２９５ha

（単位：ｈａ）

これまでのすう勢が
今後も継続した場合の
令和17年時点の農地面積

２２，１２７ （すう勢）

　令和１７年時点で確保される農用地区域内農地面積

 荒廃農地の解消 ＋３９３

荒廃農地の発生 ▲３５５　  荒廃農地の発生防止 ＋　１７

転用による農用地除外 ▲１７５　  農用地区域への編入促進 ＋２２９

すう勢
Ｒ17年まで
の増減

施策効果
Ｒ17年まで

の増減

農用地区域内農地の面積の目標について

令和５年現在の農用地区域内の農地面積 ２２，６５７ｈａ

（単位：ｈａ）

都道府県において

独自に考慮すべき

事由 ▲４７１ha


